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畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）実施要領 

 

平成２３年４月２７日付け２３農畜機第４６９号承認 

平成２３年４月２５日付け２３日副協第４２号 

一部改正 平成２４年４月２０日付け２４農畜機第３０５号承認 

平成２４年４月２０日付け２４日副協第１９号 

一部改正 平成２５年４月２５日付け２５農畜機第４００号承認 

平成２５年４月２５日付け２５日副協第１８号 

一部改正 平成２６年４月２４日付け２６農畜機第４８１号承認 

平成２６年４月２４日付け２６日副協第１８号 

一部改正 平成２６年７月１５日付け２６農畜機第１８０２号承認 

平成２６年７月１５日付け２６日副協第４５号 

一部改正 平成２７年４月２２日付け２７農畜機第４３３号承認 

平成２７年４月２２日付け２７日副協第２５号 

一部改正 平成２７年８月１１日付け２７農畜機第２２９１号承認 

平成２７年８月１１日付け２７日副協第５１号 

一部改正 平成２８年４月 ７日付け２８農畜機第１００号承認 

平成２８年４月 ７日付け２８日副協第３４号 

一部改正 平成２９年４月１１日付け２９農畜機第２３０号承認 

平成２９年４月１０日付け２９日副協第２０号 

一部改正 平成３０年４月１３日付け３０農畜機第２０７号承認 

平成３０年４月 ６日付け３０日副協第１９号 

一部改正 平成３１年４月 ４日付け３１農畜機第７６号承認 

平成３１年４月 １日付け３１日副協第２０号 

一部改正 令和 ２年４月 ３日付け ２農畜機第５６号承認 

令和 ２年４月 ３日付け ２日副協第１６号 

一部改正 令和 ３年４月 ２日付け ３農畜機第２０号承認 

令和 ３年４月 １日付け ３日副協第３２号 

一部改正 令和 ４年４月 １日付け ４農畜機第４号承認 

令和 ４年４月 １日付け ４日副協第３６号 

一部改正 令和 ５年４月 ７日付け ５農畜機第１６８号承認 

令和 ５年４月 ３日付け ５日副協第２１号 

一部改正 令和 ６年４月 １日付け ５農畜機第８７７６号承認 

令和 ６年３月２９日付け ６日副協第１９号 

一部改正 令和 ７年４月 ３日付け  ７農畜機第４７号承認 

令和 ７年４月 １日付け  ７日副協第２２号 
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第１ 趣旨 

この要領は、畜産副産物適正処分等推進事業実施要綱（平成２３年４月１

日付け２２農畜機第４４１７号。以下「要綱」という。）に基づき、一般社

団法人日本畜産副産物協会（以下「副産物協会」という。）が実施する牛せ

き柱適正管理等推進事業について必要な事項を定めるものとする。  

この事業の補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、「畜産業振興事業

の実施について」（平成１５年１０月１日付け１５農畜機第４８号－１）及

び「畜産業振興事業に係る補助金交付の停止措置について」（平成２６年３

月３１日付け２５農畜機第５３７６号）に定めるもののほか、要綱及びこの

要領に定めるところによる。 

第２ 事業の内容 

この要領に定める事業の内容は、以下のとおりとする。  

１ 副産物協会が行う、第３の４の（１）のアに定める事業対象者に対し、

第３の４の（１）のウに定める交付対象枝肉について、牛せき柱の適正な

管理（除去、保管、処理（収集、運搬及び処分（肉骨粉への化製処理又は

焼却をいう。以下同じ。）をいう。）。以下同じ。）の実施に応じた牛せき柱

適正管理促進費の交付 

２ 副産物協会が行う、第３の４の（２）のアに定める豚分別事業者に対し、

第３の４の（２）のイに定める交付対象枝肉について、畜産残さの有効利

用の取組に応じた畜産残さ有効利用促進費（豚分別）の交付  

３ 副産物協会が行う、第３の４の（３）のアに定める牛専門事業者に対し、

第３の４の（３）のイに定める交付対象枝肉について、畜産残さの有効利

用の取組に応じた畜産残さ有効利用促進費（牛専門）の交付  

第３ 事業の実施 

１ 事業の実施期間 

この事業の実施期間は、令和７年度とする。 

２ 行動規範等の作成 

事業対象者は、事業の実施に当たっては、あらかじめ、法令遵守等に関し

実践すべき具体的行動の基準（以下「行動規範」という。）を規定した文書

（所属する団体の行動規範を遵守することを誓約した文書を含む。以下「行

動規範等」という。）を作成するものとする。 

３ みどりの食料システム戦略による環境負荷低減に向けた取組強化  

４の（１）のアに定める事業対象者は、事業の実施に当たっては、「補助

事業及び物品・役務の調達（委託事業を含む）における環境負荷低減のクロ
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スコンプライアンスの試行実施について」（令和６年１２月２０日付け６環

バ第２７８号農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長通知）に基づき、

「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート（食品関連事業者

向け）（以下「環境負荷低減チェックシ－ト」という。）」に記載された各取

組について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で、４の（１）

のエの牛せき柱適正管理促進費の交付手続時に、当該環境負荷低減チェック

シ－トを副産物協会に提出するものとする。 

また、当該環境負荷低減チェックシ－トに記載された各取組について、事

業実施期間中に実施したか否かをチェックし、４の（１）のエの牛せき柱適

正管理促進費の交付手続時に、副産物協会に提出するものとする。 

４ 促進費の交付 

促進費の交付は、次によるものとする。 

（１）牛せき柱適正管理促進費 

ア 事業対象者 

牛せき柱適正管理促進費を交付する事業対象者は、食肉の部分肉処理

（枝肉を、もも、ヒレ、ロース、ばら及びかた等の部分に分割又は細切

することをいう。）又は肉製品への加工を行う過程で発生する牛の骨を

除去する事業者（以下「食肉事業者」という。）であって、次に掲げる

要件の全てを満たしている者とする。 

（ア）牛せき柱を分別し、化製場等に関する法律（昭和２３年法律第

１４０号）第３条第１項に規定する都道府県知事の許可を受け、獣畜

の肉、骨、皮又は内臓を原料として飼肥料を製造する者（以下「飼肥

料製造者」という。）との間で、平成１６年２月１日から令和７年 

１２月３１日までの期間に、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関

する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産

大臣の確認手続きについて」（平成１７年３月１１日付け１６消安第

９５７４号農林水産省消費・安全局長通知。以下「大臣確認通知」と

いう。）の別添１０－１の１の（４）若しくは別添１１－１の１の

（４）の契約又は「肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める

等の件の一部を改正する告示等の施行について」（平成１６年２月２

６日付け１５消安第６３９８号農林水産省消費・安全局長通知）の

（別紙基準２）の１の（４）の契約（以下「牛せき柱分別契約」とい

う。）を締結した上で、当該牛せき柱分別契約に基づく畜産残さを供

給していると認められること。 

（イ）牛せき柱が、事業活動に伴い発生し、結果的に不要物となるもので

あることを踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年

法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）に基づき、自らの

責任において牛せき柱を適正に処理し、管理記録を整備・保管してい
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ること。 

（ウ）令和６年度においてアに規定する事業対象者（以下「適正管理促進

費交付対象者」という。）又は副産物協会が別に定める研修要領に基

づく研修受講者であって、牛せき柱の適正処理に関する確認及び指

導・監督等を行う責任者（以下「確認責任者」という。）を設置して

いること。 

イ 枝肉確認票 

（ア）副産物協会は、牛せき柱適正管理促進費の交付の対象となる枝肉及

び分割枝肉を特定するため、と畜段階での枝肉の引受者に対し、別記

に示す枝肉確認票を牛１頭につき１枚交付するものとする。  

枝肉確認票には、少なくとも、交付番号、と畜場所名、と畜年月日

及び個体識別番号（牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関

する特別措置法（平成１５年法律第７２号）第２条に規定する個体

識別番号をいう。以下同じ。）を記載するとともに、分割枝肉の引受

者に対して１頭当たり最大で６分割の分割枝肉ごとに１枚の分割票

（以下「分割票」という。）を交付できるようそれぞれに交付番号を

記載した６枚の分割票により構成されるものとする。 

（イ）枝肉確認票の交付は、令和７年５月１日以降に国内のと畜場におい

てと畜された牛の枝肉であって、令和８年３月３１日までにと畜場に

おいて枝肉の引受者に引き渡される枝肉を対象として行うものとする。  

なお、既に交付した枝肉確認票の再交付は行わない。 

（ウ）枝肉確認票の交付を受けた枝肉の引受者は、当該枝肉が卸売市場法

（昭和４６年法律第３５号）第２条に規定する卸売市場において上場

されたものであった場合に限り、枝肉確認票の買受人記入欄の上場市

場名、上場年月日及び必要に応じ整理番号等を記入するものとする。  

（エ）枝肉確認票の交付を受けた枝肉の引受者は、当該枝肉を分割して販

売した場合には、枝肉確認票から分割した枝肉の部位に応じた枚数の

分割票を販売先に引き渡すものとする。 

なお、交付された分割票が１枚である分割枝肉をさらに分割して販

売する場合、当該分割票による牛せき柱適正管理促進費の交付申請

は行えないものとする。 

また、分割票の引き渡しに当たっては、あらかじめ、引き渡し相手

方から、理由の如何にかかわらず、既に引き渡した分割票の再交付

は行わない旨の了承を得ておくものとする。 

（オ）事業対象者は、牛せき柱適正管理促進費の交付を受けようとする枝

肉確認票の発行者記入欄及び買受人記入欄が記入されていることを確

認するものとする。 

（カ）事業対象者は、牛せき柱を処分した際には、枝肉確認票の食肉事業
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者記入欄に牛せき柱を処分した日、マニフェスト交付番号又は整理番

号を記入するものとする。 

ウ 交付対象枝肉 

牛せき柱適正管理促進費の交付の対象となる枝肉及び分割枝肉（以下

「交付対象枝肉」という。）は、次に掲げる要件の全てを満たすものと

する。 

（ア）枝肉確認票又は分割票との関係が明らかであること。  

（イ）事業対象者自身が牛せき柱を分離していること。  

（ウ）牛せき柱分別契約の締結日又は履行日のいずれか遅い日から令和８年

３月３１日までの期間に、事業対象者の責任において牛せき柱が適正に

処理されていること。 

エ 牛せき柱適正管理促進費の交付手続 

事業対象者は、牛せき柱適正管理促進費の交付を受けようとする場合、

一般社団法人日本畜産副産物協会会長（以下「会長」という。）が別に

定める期日までに別紙様式第１号の畜産副産物適正処分等推進事業（牛

せき柱適正管理等推進事業）牛せき柱適正管理促進費交付申請書（以下

「適正管理交付申請書」という。）を会長に提出するものとし、適正管

理交付申請書には、以下の資料を添付するものとする。  

（ア）牛せき柱分別契約書の写し（事業対象者が収集業者等を経由して牛

せき柱を含まない畜産残さを飼肥料製造者に供給している場合は、当

該収集業者等と締結した牛せき柱分別契約書の写し） 

（イ）別添１の牛せき柱管理ファイル（以下「管理ファイル」という。）  

（ウ）別添２の確認責任者による牛せき柱適正管理チェックリスト  

（エ）行動規範等（原則として、第１回目の適正管理交付申請書に添付す

るものとする。） 

（オ）枝肉確認票（分割票については、別添３の分割票整理台帳に貼付す

るものとする。） 

（カ）当該枝肉確認票又は分割票に係る枝肉が交付対象のものであること

を証する次のいずれかの資料 

ａ 牛せき柱が廃棄物処理法第２条第４項の産業廃棄物に該当する場

合にあっては、廃棄物処理法第１２条の３第１項の規定に基づき事

業対象者が交付する産業廃棄物管理票（以下「管理票」という。）

であって、同条３項の規定に基づき牛せき柱の処分を受託した者が

処分を終了した旨を記載し、送付された管理票の写し。ただし、廃

棄物処理法第１２条の５第１項の規定に基づく電子マニフェストシ

ステム（以下「電子マニフェストシステム」という。）を利用して

牛せき柱の処理を委託する場合にあっては、当該電子マニフェスト

システムから提供されたマニフェスト情報一覧 
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ｂ 牛せき柱を分離した者自身が所有する施設において焼却した場合

にあっては、別添４の牛せき柱焼却報告書の正本 

ｃ 牛せき柱が一般廃棄物（産業廃棄物に該当しないもの）に該当す

る場合にあっては、廃棄物処理法第６条の２第１項の規定に基づき

牛せき柱を処理した市町村等（市町村、同項の規定に基づき市町村

から処理を委託された者及び同法第７条に規定する一般廃棄物処理

業者をいう。以下同じ。）が発行する処理料金の領収書の写し（牛

せき柱を処分した日の重量が記載又は添付されたもの）。  

ただし、領収書が発行されない場合にあっては、市町村等が発行

した焼却証明書（牛せき柱を処分した日の重量が記載又は添付され

たもの。ただし、当該証明書が週又は月ごとに発行されている場合

は、牛せき柱を処分した日ごとに牛せき柱の重量が記載又は添付さ

れたもの）の正本をもって、市町村等が発行する処理料金の領収書

の写しに代えることができるものとする。 

ｄ ａ、ｂ及びｃに準ずる資料として、独立行政法人農畜産業振興機

構理事長（以下「理事長」という。）が特に認めた資料 

（キ）適正管理促進費交付対象者でない者は、副産物協会が定めた研修要

領に基づき実施した研修の報告書 

（ク）別添５の環境負荷低減チェックシート 

オ 牛せき柱適正管理促進費の単価等 

（ア）副産物協会が交付する牛せき柱適正管理促進費の単価は、分割票１

枚当たり２５円とする。 

（イ）副産物協会が交付する牛せき柱適正管理促進費の額は、交付対象枝

肉であると認められる枝肉に係る分割票の枚数に（ア）の単価を乗じ

て得られた額とする。 

（２）畜産残さ有効利用促進費（豚分別） 

ア 豚分別事業者 

畜産残さ有効利用促進費（豚分別）を交付する事業対象者は、食肉事

業者であって、次に掲げる要件の全てを満たしている者（以下「豚分別

事業者」という。）とする。 

（ア）（１）の牛せき柱適正管理促進費の事業対象者であること。  

（イ）恒常的に豚枝肉を処理する食肉事業者であって、飼肥料製造者との

間で、次に掲げるいずれかの豚以外を含まない畜産残さ（以下「豚原

料」という。）を供給する旨の契約（以下「豚分別供給契約」という。）

を締結していること。 

ａ 平成１７年３月１１日から令和７年１２月３１日までの期間に締

結する大臣確認通知の別添３－１（豚肉骨粉等の製造基準）の１の

（４）又は別添６－１（原料混合肉骨粉の製造基準）の１の（４）
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に規定する豚原料を供給する旨の豚分別供給契約 

ｂ 平成１３年１１月１日から令和７年１２月３１日までの期間に締

結するペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについ

て（平成１３年１１月１日付け１３生畜４１０４号農林水産省生

産局長・水産庁長官連名通知。以下「ペットフード等通知」とい

う。）の（別紙２）の別添１の（１）のイに規定する豚原料を供給

する旨の豚分別供給契約 

（ウ）原則として、令和７年５月１日から同年９月３０日までの間及び令

和７年１０月１日から令和８年３月３１日までの間に、各期間に１回

以上、民間検査機関等において、豚原料中に牛たん白質が含まれてい

ないことを確認する検査（以下「牛たん白質確認検査」という。）を

実施していること。 

イ 交付対象枝肉 

畜産残さ有効利用促進費（豚分別）の交付対象となる枝肉及び分割枝

肉は、（１）のウに規定する交付対象枝肉であって、豚分別供給契約の

締結日又は履行日のいずれか遅い日以降に処理したものとする。  

ウ 畜産残さ有効利用促進費（豚分別）の交付手続 

豚分別事業者は、畜産残さ有効利用促進費（豚分別）の交付を受け

ようとする場合は、会長が別に定める期日までに別紙様式第２号の畜産

副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）畜産残さ有

効利用促進費（豚分別）交付申請書（以下「豚分別交付申請書」とい

う。）を会長に提出するものとし、豚分別交付申請書には、以下の資料

を添付するものとする。 

（ア）豚分別供給契約書の写し（豚原料供給事業者が収集業者等を経由

して豚原料を飼肥料製造者に供給している場合は、当該収集業者等

と締結した豚分別供給契約書の写し） 

（イ）豚分別供給契約に基づき豚原料を供給したことを証する書類（大

臣確認通知の別添３－１の１の（１）若しくは別添６－１の１の

（１）の①若しくは②に規定する原料供給管理票又はペットフード

等通知の（別紙２）の別添１の（２）のイに規定する豚・馬由来残

さ供給管理票の写し。原則として、牛たん白質確認検査のためのサ

ンプリング実施日のもの。） 

（ウ）牛たん白質確認検査の結果の写し（各期間にそれぞれ各１部）  

（エ）別紙様式第１号の適正管理交付申請書の写し 

（オ）別添１の管理ファイルの写し 

エ 畜産残さ有効利用促進費（豚分別）の単価等 

（ア）副産物協会が交付する畜産残さ有効利用促進費（豚分別）の単価は、

分割票１枚当たり５０円とする。 
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（イ）副産物協会が交付する畜産残さ有効利用促進費（豚分別）の額は、

交付対象枝肉であると認められる枝肉に係る分割票の枚数に（ア）の

単価を乗じて得られた額とする。 

（３）畜産残さ有効利用促進費（牛専門） 

ア 牛専門事業者 

畜産残さ有効利用促進費（牛専門）を交付する事業対象者は、食肉事

業者であって、次に掲げる要件の全てを満たしている者（以下「牛専門

事業者」という。）とする。 

（ア）（１）の牛せき柱適正管理促進費の事業対象者であること。  

（イ）令和７年５月１日から令和８年３月３１日までの間に、１年以上牛

以外の畜種を処理（枝肉等から脱骨及び整形等を行うことをいう。

（３）において、以下同じ。）  しない旨を誓約した別添６の畜産残

さ有効利用促進のための （牛専門） 誓約書 （以下「誓約書」と

いう。） を提出した牛専門事業者であること。 

イ 交付対象枝肉 

畜産残さ有効利用促進費（牛専門）の交付対象となる枝肉及び分割枝

肉は、（１）のウに規定する交付対象枝肉であって、別添６の誓約書の

誓約年月日以降に処理したものとする。 

ウ 畜産残さ有効利用促進費（牛専門）の交付手続 

牛専門事業者は、畜産残さ有効利用促進費（牛専門）の交付を受け

ようとする場合は、会長が別に定める期日までに別紙様式第３号の畜産

副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）畜産残さ有

効利用促進費（牛専門）交付申請書（以下「牛専門交付申請書」とい

う。）を会長に提出するものとし、牛専門交付申請書には、以下の資料

を添付するものとする。 

（ア）別紙様式第１号の適正管理交付申請書の写し 

（イ）別添６の誓約書 

エ 畜産残さ有効利用促進費（牛専門）の単価等 

（ア）副産物協会が交付する畜産残さ有効利用促進費（牛専門）の単価は、

分割票１枚当たり２５円とする。 

（イ）副産物協会が交付する畜産残さ有効利用促進費（牛専門）の額は、

交付対象枝肉であると認められる枝肉に係る分割票の枚数に（ア）の

単価を乗じて得られた額とする。 

第４ 事業の推進等 

事業対象者は、副産物協会及び都道府県の指導の下、関係機関、関係団体

との連携に努めるとともに、事業の適正かつ円滑な実施を図るものとする。  
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第５ 業務の委託 

会長は、理事長の承認を得て、この事業の一部（促進費交付事務及び枝肉

確認票発行事務の一部）を委託して行うことができるものとする。  

第６ 事業実施状況の聴取等 

理事長及び会長は、この要領に定めるもののほか、この事業の実施状況及

び実績について必要に応じて、事業対象者に対し調査し又は報告を求めるこ

とができるものとする。 

 

 

附 則（平成２３年４月２５日付け２３日副協第４２号） 

この要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行する。  

 

附 則（平成２４年４月２０日付け２４日副協第１９号） 

この要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行する。  

 

附 則（平成２５年４月２５日付け２５日副協第１８号） 

この要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行する。  

 

附 則（平成２６年４月２４日付け２６日副協第１８号） 

この要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行する。  

 

附 則（平成２６年７月１５日付け２６日副協第４５号） 

この要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行し、５月１３日から適

用する。 

 

附 則（平成２７年４月２２日付け２７日副協第２５号） 

この要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行する。  

 

附 則（平成２７年８月１１日付け２７日副協第５１号） 

この要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行する。  

 

附 則（平成２８年４月７日付け２８日副協第３４号） 

この要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行する。  

 

附 則（平成２９年４月１０日付け２９日副協第２０号） 

この要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行する。  
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附 則（平成３０年４月６日付け３０日副協第１９号） 

この要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行する。  

 

附 則（平成３１年４月 １日付け３１日副協第２０号） 

この要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行する。  

 

附 則（令和２年４月 １日付け２日副協第１６号） 

この要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行する。  

 

附 則（令和３年４月 １日付け３日副協第３２号） 

この要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行する。  

 

附 則（令和４年４月 １日付け４日副協第３６号） 

この要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行する。  

 

附 則（令和５年４月 ３日付け５日副協第２１号） 

この要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行する。  

 

附 則（令和６年３月２９日付け６日副協第１９号） 

１ この要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行し、令和６年４月１日

から適用する。 

２ 令和５年度に終了した事業については、この要領による改正前の規定は、な

お効力を有するものとする。 

 

附 則（令和７年４月１日付け７日副協第２２号） 

１ この要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行し、令和７年４月１日

から適用する。 

２ 令和６年度に終了した事業については、この要領による改正前の規定は、な

お効力を有するものとする。 
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別記 

 

令和   年度畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）  

 

食  肉  事  業  者  記  入  欄  

枝 肉 管 理 表 の 整 理 番 号   

牛 せ き 柱 を 処 分 し た 日  令和   年   月   日  

マニフェスト交付番号又は整理番号   

枝 肉 確 認 票 

交 付 番 号 

 

発 行 者 記 入 欄 

と 畜 場 所 名 称   

と 畜 年 月 日  令和    年   月   日  

個 体 識 別 番 号  №           

枝 肉 番 号   

 

交付者   一般社団法人日本畜産副産物協会  

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-1-3 

(和光ビル3F) 

 

半丸枝肉（まえ〔かた〕、ロース、もも）  半丸枝肉（まえ〔かた〕、ロース、もも）  

No. 

分 割 票 

(申請用 ) 

No. 

分 割 票 

(申請用 ) 

No. 

分 割 票 

(申請用 ) 

No. 

分 割 票 

(申請用 ) 

No. 

分 割 票 

(申請用 ) 

No. 

分 割 票 

(申請用 ) 

No. 

分 割 票 

(控 ) 

No. 

分 割 票 

(控 ) 

No. 

分 割 票 

(控 ) 

No. 

分 割 票 

(控 ) 

No. 

分 割 票 

(控 ) 

No. 

分 割 票 

(控 ) 

 

買 受 人 記 入 欄 

上場 市 場 名   

上場 年 月 日   

整理 番 号 等   

 

No. 

印 
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別紙様式第１号 

 

番  号 

年 月 日 

 

令和 年度畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理

等推進事業）牛せき柱適正管理促進費交付申請書 

 

一般社団法人日本畜産副産物協会 

会長                     殿 

 

住 所 

氏 名               

 

畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）について、

下記のとおり実施したので、牛せき柱適正管理促進費       円を交付さ

れたく、畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）実施要

領第３の４の（１）のエの規定に基づき、関係書類を添えて申請します。  

 

記 

 

１ 牛せき柱分別契約を締結した日（履行日） 

 年 月 日（  年 月 日） 

 

２ 令和６年度適正管理促進費交付対象者かどうか 

対象者   対象者でない 

 

３ 分割票の枚数                枚 

 

４ 牛せき柱適正管理促進費の額       円 

 

５ 牛せき柱の重量                        kg 

（分割票１枚当たりの牛せき柱の重量       ㎏） 

 

６ 振込先金融機関名 ○○
フリガナ

銀行○○
フリガナ

支店  ○○預金 

口座番号○○○○  口座名義○○○○
フ リ ガ ナ
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７ 添付資料 

（１）牛せき柱分別契約書の写し（事業対象者が収集業者等を経由して牛せき柱

を含まない畜産残さを飼肥料製造者に供給している場合は、当該収集業者等

と締結した牛せき柱分別契約書の写し） 

（２）別添１の管理ファイル及びその「牛せき柱を処分した日」の欄ごとに対応

する以下の資料 

ア 枝肉確認票（分割票については、別添３の分割票整理台帳に貼付するも

のとする。） 

イ 当該枝肉確認票又は分割票に係る枝肉が交付対象のものであることを証

する次のいずれかの資料 

（ア）牛せき柱が廃棄物処理法第２条第４項の産業廃棄物に該当する場合に

あっては、同法第１２条の３第１項の規定に基づき事業対象者が交付す

る産業廃棄物管理票（以下「管理票」という。）であって、同条第３項

の規定に基づき牛せき柱の処分（肉骨粉への化製処理又は焼却をいう。

以下同じ。）を受託した者が処分を終了した旨を記載し、送付された管

理票の写し又は電子マニフェストシステムから提供されたマニフェスト

情報一覧 

（イ）牛せき柱を分離した者自身が所有する施設において焼却した場合にあ

っては、別添４の牛せき柱焼却報告書の正本 

（ウ）牛せき柱が一般廃棄物（産業廃棄物に該当しないもの）に該当する場

合にあっては、廃棄物処理法第６条の２第１項の規定に基づき、牛せき

柱を処理した市町村等（市町村、同項の規定に基づき市町村から処理を

委託された者及び第７条に規定する一般廃棄物処理業者をいう。以下同

じ。）が発行する処理料金の領収書の写し。 

ただし、領収書が発行されない場合にあっては、市町村等が発行し

た焼却証明書（牛せき柱を処分した日の重量が記載又は添付されたもの。

ただし、当該報告書が週又は月ごとに発行されている場合は、牛せき柱

を処分した日ごとに牛せき柱の重量が記載又は添付されたもの）の正本

をもって、市町村等が発行する処理料金の領収書の写しに代えることが

できるものとする。 

（エ）（ア）、（イ）及び（ウ）に準ずる資料として、理事長が特に認めた資

料 

（３）別添２の牛せき柱適正管理チェックリスト 

（４）行動規範等(原則として、第１回目の交付申請書に添付するものとする｡) 

（５）令和６年度適正管理促進費交付対象者でない者は、副産物協会が定めた研

修要領に基づき実施した研修の報告書 

（６）別添５の環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート 

 

注１ 記の１の「牛せき柱分別契約を締結した日（履行日）」については、牛せ

き柱分別契約書に記載された年月日を記入すること。 

２ 記の２の「令和６年度適正管理促進費交付対象者かどうか」については、



  

 14 

該当する個所に丸を付すこと。 

３ 記の３の「分割票の枚数」については、別添１の管理ファイルの「分割

票の枚数」の「計」の欄の合計の値を記入すること。 

４ 記の４の「牛せき柱適正管理促進費の額」については、記の３の「分割

票の枚数」の欄の枚数に２５円を乗じて得られた値を記入すること。  

５ 記の５の「牛せき柱の重量」については、別添１の管理ファイルの「牛

せき柱の重量」の欄の合計の値を記入すること。 
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別紙様式第２号 

 

番  号 

年 月 日 

 

令和 年度畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理

等推進事業）畜産残さ有効利用促進費（豚分別）交付申請書  

 

一般社団法人日本畜産副産物協会 

会長                     殿 

 

住 所 

氏 名           

 

畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）について、

下記のとおり実施したので、畜産残さ有効利用促進費（豚分別）       円

を交付されたく、畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）

実施要領第３の４の（２）のウの規定に基づき、関係書類を添えて申請します。  

 

記 

 

１ 豚分別供給契約を締結した日（履行日） 

 年 月 日（  年 月 日） 

 

２ １の契約を締結した日以降にせき柱を処理した牛枝肉に係る分割票の枚数  

                             枚 

 

３ 年間豚枝肉処理頭数           頭 

 

４ 豚分別促進費の額            円 

 

５ 振込先金融機関名 ○○
フリガナ

銀行○○
フリガナ

支店  ○○預金 

口座番号○○○○  口座名義○○○○
フ リ ガ ナ

 

 

 

６ 添付資料 
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（１）豚分別供給契約書の写し（豚原料供給事業者が収集業者等を経由して豚以

外を含まない畜産残さを飼肥料製造者に供給している場合は、当該収集業者

等と締結した豚分別供給契約書の写し） 

（２）豚分別供給契約に基づき豚原料を供給したことを証する書類（大臣確認通

知の別添３－１の１の（１）若しくは別添６－１の１の（１）の①若しくは

②に規定する原料供給管理票又はペットフード等通知の（別紙２）の別添１

の（２）のイに規定する豚・馬由来残さ供給管理票の写し。原則として、第

３の４の（２）のアの(ウ)に規定する牛たん白質確認検査のためのサンプリ

ング実施日のもの） 

（３）第３の４の（２）のアの(ウ)に規定する牛たん白質確認検査の結果の写し

（各期間にそれぞれ１部） 

（４）別紙様式第１号の畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推

進事業）牛せき柱適正管理促進費交付申請書の写し 

（５）別添１の管理ファイルの写し 

 

注１ 「畜産残さ有効利用促進費（豚分別）」の額及び記の４の「豚分別促進費

の額」については、記の２の分割票の枚数に５０円を乗じて得られた値を記

入すること。 

２ 記の１の「豚分別供給契約を締結した日（履行日）」については、豚分別

供給契約書に記載された年月日を記入すること。 
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別紙様式第３号 

 

番  号 

年 月 日 

 

令和 年度畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理

等推進事業）畜産残さ有効利用促進費（牛専門）交付申請書  

 

一般社団法人日本畜産副産物協会 

会長                     殿 

 

住 所 

氏 名           

 

畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）について、

下記のとおり実施したので、畜産残さ有効利用促進費（牛専門）       円

を交付されたく、畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）

実施要領第３の４の（３）のウの規定に基づき、関係書類を添えて申請します。  

 

記 

 

１ 畜産残さ有効利用促進のための（牛専門）の誓約した日 

令和  年  月  日 

 

２ １の誓約した日以降にせき柱を処理した牛枝肉に係る分割票の枚数                

枚 

 

３ 牛専門促進費の額        円 

 

４ 振込先金融機関名 ○○
フリガナ

銀行○○
フリガナ

支店  ○○預金 

口座番号○○○○  口座名義○○○○
フ リ ガ ナ

 

 

５ 添付資料 

（１）適正管理交付申請書の写し 

（２）別添６の畜産残さ有効利用促進のための（牛専門）誓約書 

注１ 「畜産残さ有効利用促進費（牛専門）」の額及び記の３の「牛専門促進費
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の額」については、記の２の分割票の枚数に２５円を乗じて得られた値を記

入すること。 

２ 記の１の「畜産残さ有効利用促進のための（牛専門）の誓約した日」に

ついては、別添６の誓約書に記載された年月日を記入すること。
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別添1 

牛せき柱管理ファイル（管理ファイル） 

 
牛せき柱

を除去し

た日 

食肉 

(骨付)の

重量 

(kg) 

食肉 

(脱骨後)

の重量 

（kg） 

せき柱以

外の残さ

の重量

（kg） 

牛せき柱

を処分し

た日 

マニ フ ェ

スト(交付)

番号又は

整理番号 

分割票の枚数 
牛せき

柱の重

量(kg) 

備考 ①枝肉 

確認票 

（枚） 

②分割

票 

（枚） 

計 

（①×６） 

+②（枚） 

１            

２            

３            

４            

５            

６            

７            

８            

９            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

 合計        (a) (b) (b)/(a) 
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注１ 「牛せき柱を除去した日」の欄については、枝肉又は分割枝肉から牛せき柱の除去を行った日を記入する。 

２ 「食肉（骨付）の重量」の欄については、脱骨前の枝肉又は分割枝肉の重量を記入する。 

３ 「食肉（脱骨後）の重量」の欄については、脱骨後の部分肉の重量を記入する。 

４ 「牛せき柱を処分した日」の欄については、電子マニフェストシステムで管理している場合は牛せき柱の引き渡し日

を、紙マニフェストで管理している場合はマニフェストを交付した日をそれぞれ記入する。（電子マニフェストシステム

から提供されるマニフェスト情報一覧又は紙マニフェスト（以下「マニフェスト等」という。）に記載された日付とす

る。） 

５ 「マニフェスト(交付)番号又は整理番号」の欄については、交付対象者が発行したマニフェスト等の番号、交付番号

又は整理番号を記入する。 

６ 「分割票の枚数」の「①枝肉確認票」の欄については、枝肉確認票の枚数を記入する。 

７ 「分割票の枚数」の「②分割票」の欄については、別添３の分割票整理台帳に貼付された分割票の枚数を記入する。 

８ 「分割票の枚数」の「計」の欄については、「①枝肉確認票」の欄の枚数に６を乗じて得られた値に、「②分割票」の

欄の枚数を加算し得られた値を記入する。 

９ 「牛せき柱の重量」の欄については、「牛せき柱を処分した日」に処分した牛せき柱の重量を記入する。（マニフェス

ト等から記入する。） 

１０ 「備考」の欄については、合計の欄にせき柱の重量の合計（b）を分割票の枚数の計の合計（a）で除した値を記入

する。（切り捨て。小数点第一位まで） 

１１ １０に記入された値が２．０㎏／枚以下であった場合、その理由を示した文書を添付するものとする。 
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別添２ 
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別添３ 

食肉事業者記入欄 

枝肉管理票の整理番号             

牛せき柱を処分した日            令和  年  月  日 

マニフェスト交付番号又は整理番号                

 

令和 年度畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業） 

 

分 割 票 整 理 台 帳 
枚 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ ９ １０ １１ １２ 

１３ １４ １５ １６ １７ １８ 

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 

※ 分割票は順番に貼り付け、総枚数を上段に記載するものとする。
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別添４ 

 

整理番号  

 

 

牛せき柱焼却報告書 

 

 

１ 牛せき柱を処分（焼却）した日    年  月  日 

 

２ 処分（焼却）した牛せき柱の重量           ｋｇ 

 

３ カット明細 

カット期間  月  日 ～  月 日 

① 枝肉         頭分 

② 分割枝肉 

ま え       本 

ロース       本 

も も       本 

 

 

〈報告者〉 

事 業 場 名 

所属及び役職名 

氏     名              

 

 

注１ 報告者記入欄については、牛せき柱の焼却業務の責任者が記載する。 

２  適正管理交付申請書には、別紙の｢焼却設備設置状況報告書｣の正本を添付すること。 
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別添４の別紙 

 

 

焼却設備設置状況報告書 

 

 

１ 焼却炉の設置場所 

事業場内 

事業場外（所在地                ） 

※ 該当を○で囲む。場内の場合はその見取り図を添付する。場外の場合は所在地を

記入すること。 

 

２ 設備（焼却炉）の概要 

① メーカー 

② 型式 

③ 能力 

④ 整備年度  

 

３ 利用状況 

※ 牛せき柱以外に、現在焼却している廃棄物の種類及び数量等の概要を記入すること。 

 

 

 

 

 

〈報告者〉 

事 業 場 名 

所属及び役職名 

氏     名              
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別添５ 
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別添６ 

令和 年度畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業） 

畜産残さ有効利用促進のための（牛専門）誓約書 

 

 

 

            は、要綱及び要領に基づき、誓約日から少なくとも 

 

１年間、牛以外の畜種を処理しないことを誓約いたします。 

 

なお、この誓約書に反して牛以外の畜種を処理した場合は、交付された 

 

 畜産残さ有効利用促進費（牛専門）を全額返還いたします。 

 

 

 

一般社団法人日本畜産副産物協会 会長 殿 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

事業対象者 

 

代表者氏名            印 

 

所 在 地 


